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空き家を狙った盗難等の被害が多発しています。
犯人に「空き家」と思わせない防犯対策が重要です。
空き家に財産価値のあるものを置かないでください。

○ ポストに入っている郵便物、チラシの定期的な回収
庭の雑草や生け垣の手入れ
→ 郵便物がたまっていたり、庭の雑草が伸びていると、家人等が
出入りしていないと思われます。

○ 空き家管理業者へのサポートを依頼
→ 管理者が遠方に住んでおり、定期的な見回りが難しい場合は、
空き家管理業者への依頼もご検討ください。

※ 令和７年９月末数値は暫定値です。

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７.９末

住居侵入 12 13 13 35 43 32

侵入窃盗 65 62 66 417 381 324
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空き家対象の犯罪被害認知状況

空き家の防犯対策

「所有者が出入りしている」 「管理が行き届い
ている」ことを知らせましょう！


